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市町村障害福祉計画（法第88条）

障害福祉サー
ビス、相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項

都道府県障害福祉計画（法第89条関係）

各年度における
障害福祉サービ
ス、地域相談支
援又は計画相談
支援の種類ごと
の必要な量の見
込み

地域生活支
援事業の種
類ごとの実
施に関する
事項

障害福祉サービス等
の見込量の確保方策

医療機関等の関係者
との連携

（義務）（義務）

（努力
義務）
（努力
義務）

（その他の事項）（その他の事項）

・計画は障害者等の数、その障害の状況等を勘案するこ
と（義務）

・計画を作成する場合、障害者等の心身の状況等を把握
した上で作成すること（努力義務）

・他の計画と調和が保たれること（義務） など

（義務）（義務）

（努力
義務）
（努力
義務）

区域ごと
の施設障
害福祉サ
ービスの
質の向上

区域ごと
の医療機
関等の関
係者との
連携

国の基本指針（法第87条）

（その他の事項）（その他の事項）
・他の計画と調和が保たれること（義務） など

（
計
画
の
提
出
）

（
計
画
の
提
出
）

（基本指針に即して計画を作成）（基本指針に即して計画を作成） （計画の提出）（計画の提出）

（
都
道
府
県
の

意
見
を
聴
く
）

（
都
道
府
県
の

意
見
を
聴
く
）

障害福祉サービス、相談支援並びに市町
村及び都道府県の地域生活支援事業の提
供体制の確保に係る目標に関する事項

障害福祉サービス及び相
談支援の提供体制の確保
に関する基本的事項

市町村及び都道府県の
障害福祉計画に関する
事項

その他の事項

※各市町村を包括する広域的な見地から作成

（注）都道府県は、定員や見込量が超えることになる等の場合には、施設・
事業所の指定を行わないことができる。（障害者支援施設、生活介護、
就労継続支援B型）

障害福祉サー
ビス、相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項

各年度における
区域ごとの障害
福祉サービス、
地域相談支援又
は計画相談支援
の種類ごとの必
要な量の見込み

各年度の指定障害者支
援施設の必要入所定員
総数（注）

地域生活支援事業の種
類ごとの実施に関する
事項

区域ごとの
障害福祉サ
ービス等の
見込量の確

保方策

区域ごとの
障害福祉サ
ービス等に
従事する者
の確保又は
資質の向上

（参考１）障害福祉計画と基本指針の基本的な構造

（注）

資料３－２【基本指針の見直しに関する参考資料】
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第１期計画期間
18年度～20年度

第２期計画期間
21年度～23年度

第３期計画期間
24年度～26年度

第４期計画期間
27年度～29年度

平成23年度を目
標として、地域
の実情に応じた
数値目標及び障
害福祉サービス
の見込量を設定

第１期の実績
を踏まえ、第２
期障害福祉計画
を作成

つなぎ法による障
害者自立支援法の改
正等を踏まえ、平成
26年度を目標として、
第３期障害福祉計画
を作成

障害者総合支援法
の施行等を踏まえ、
平成29年度を目標と
して、第４期障害福
祉計画を作成

（参考２）障害福祉計画と基本指針の作成スケジュール

※障害者総合支援法の施行（平成25年４月）に合わせて、基本指針の規定整備を行っている。

H24 H25    H26 H27 H28 H29 H30

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

厚生労働大臣

・・・３年に１回、基本指針の見直し

都道府県・市町村

・・・３年ごとに障害福祉計画の作成

○ 基本指針（厚生労働大臣）では、障害福祉計画の計画期間を３年としており、これに

即して、都道府県・市町村は３年ごとに障害福祉計画を作成している。



基本指針に関する事項の追加 障害福祉計画に関する事項の追加

１．目標に関する事項の追加

障害福祉サービス等の提供体制の確保
に係る目標に関する事項を定めることとさ
れた。

２．障害者等の関係者の意見の反映

基本指針の案を作成・変更する際は、障
害者等及びその家族等の意見を反映させ
るために必要となる措置を講じることとされ
た。

３．実態を踏まえた基本指針の見直し

障害者等の生活の実態等を勘案して、必
要があると認めるときは、基本指針を変更
することとされた。

１．障害福祉計画に定める事項の見直し
都道府県・市町村は、障害福祉サービス

等の提供体制の確保に係る目標に関する
事項、地域生活支援事業の種類ごとの実
施に関する事項を定めることとされた。ま
た、医療機関、教育機関、公共職業安定
所等との連携に関する事項を定めるよう努
めることとされた。

２．実態を踏まえた障害福祉計画の作成
市町村は、障害者等の心身の状況、その

置かれている環境等を正確に把握・勘案し
て計画を作成するよう努めることとされた。

３．調査、分析及び評価の実施
都道府県・市町村は、定期的に計画につ

いて調査、分析、評価を行い、必要があると
認めるときは、計画の変更等を行うこととさ
れた（PDCAサイクル）。
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（参考３）障害者総合支援法で新たに規定された事項



（参考４） 基本指針における目標とPDCAサイクルによる事業運営管理との関係

Ｐ（計画）

・ 「基本指針」に即して目標を設定し、そ
の目標を達成するための障害福祉
サービスの見込量の設定やその他確
保方策等を定める。 Ｄ（実行）

・ 計画の内容を踏まえ、
事業を実施する。Ｃ（評価）

・ 実績を把握して、評価、分析を行い、
計画との乖離等を確認する。

・ 必要に応じて、協議会等からの意見
聴取等を行う。

Ａ（改善）

・ 目標達成度や実績等を踏ま

え、必要に応じて施策、予算
又は計画を見直す（計画見
直しの際には協議会等から
の意見聴取を行う）。

都道府県・市町村は、定期的に障害福祉計画に掲げる事項について、調査、分析及び評価を行
い、必要があると認めるときは、当該計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとされて
いる。 【障害者総合支援法 第88条の2、第89条の2】

（イメージ）

・ 障害福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成す
べき目標、サービス提供体制に関する見込量の見込み方の
提示

基本指針
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（参考５） 計画に定める指標の新たな枠組みに関する考え方①：成果目標と障害福祉サー
ビスの見込量との関係（イメージ）

障害福祉サービス、相談支援並びに市町村都道府県の地域生活支援事業の提供体
制の確保に係る目標
① 施設入所者の地域生活への移行
② 入院中の精神障害者の地域生活への移行
③ 福祉施設から一般就労への移行

成果目標を踏まえ
て、サービス見込
量等を設定

障害福祉サービ
スの実施等により
成果目標の達成
を目指す。

成果目標を設定
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① 障害福祉サービス等の必要な量の見込み（利用者数、利用時間、利用人日）
② その他の追加指標

達成すべき基本的な目標（成果目標）を設定する分野

目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標（活動指標）



（参考６） 計画に定める指標の新たな枠組みに関する考え方②：成果目標に関係する障害
福祉サービスの例

【「成果目標」と「関連する活動指標（障害福祉サービス等）」
の関係】（イメージ）

【成果目標を設定する分野】

施設入所者の地域生活へ
の移行

入院中の精神障害者の地
域生活への移行

福祉施設利用者の一般就
労への移行

① 地域生活移行者の増加、施設入所者の削減
（従来の数値目標と同様。）

（例） ・ 共同生活援助の利用者数
・ 地域相談支援（地域移行支援）の利用者数
・ 施設入所支援の利用者数 （＊サービス利用者の減少） 等

② 入院後３ヶ月時点の退院率の上昇、入院後１年
時点の退院率の上昇、在院期間１年以上の長期在
院者の退院者数の増加
（従来の数値目標を見直したもの。）

（例） ・ 共同生活援助の利用者数
・ 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
・ 自立訓練（生活訓練）の利用者数及び利用量 等

③ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加
（従来の数値目標と同様。）

（例） ・ 就労移行支援の利用者数及び利用量 等

6

（基
本
指
針
の
理
念
）自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に



（参考７） 第４期障害福祉計画における「入院中の精神障害者の地域生活への移行」の目
標について

○ 第３期障害福祉計画においては、入院中の精神障害者の地域生活への移行に関して、平成16年の「改革ビ
ジョン」における目標値である①１年未満群の平均残存率に関する目標（24％以下）、②１年以上群の退院率
目標（29％以上）をベースとして、より具体化する着眼点として、「１年未満入院者の平均退院率」、「５年以上か
つ65歳以上の退院者数」についての目標を設定した。

【１年未満入院者の平均退院率】
○ 第３期障害福祉計画策定時における直近の実績（平成19年６月に入院した者のその後１年間の各月ごとの
退院率を平均したもの）における平均退院率の全国平均は71.2％であり、それを改革ビジョンの目標値である
76％にするためには、当該平均退院率を７％相当分増加させることが必要となる。

○ そのため、第３期障害福祉計画における目標としては、「平成26年度における１年未満入院者の平均退院率
を平成20年6月30日の調査時点から7パーセント相当分増加させる」こととした。
※「１年未満入院者の平均退院率」は、ある月に入院した者のその後１年間の各月ごとの退院率を平均したものをいう。
※実績は精神保健福祉資料（いわゆる「630調査」）で把握。

【５年以上かつ65歳以上の退院者数】
○ ５年以上かつ65歳以上の入院患者数は、毎年、平均1,300人程度増加（平成12年～20年の各年６月30日時
点の実績の平均）しており、毎年度の退院者数が８～９千人（患者調査から推計）であることを踏まえると、当該
入院患者を増加させないようにする（又は減少に転じさせる）ためには、退院者数を現行より約20％増やすこと
が必要になる。

○ そのため、第３期障害福祉計画における目標としては、「平成26年度における高齢長期退院者数を直近の数
から２割増加させる」こととした。
※「高齢長期退院者数」は、退院した者のうち、65歳以上であって５年以上入院していた者の数をいう。
※ 平成24年度以降の実績は、精神保健福祉資料（いわゆる「630調査」）に基づく推計により把握。

１．現在の目標
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○ 上記の目標については、現在検討している「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するた
めの指針（案）」の内容に合わせ、例えば、
・「入院後３ヶ月時点の退院率の上昇」
・「入院後１年時点の退院率の上昇」
・「在院期間１年以上の長期在院者の退院者数の増加」

を新たな目標として設定することが考えられる。
※具体的な定義等については、12月の部会で提示する。

２．第４期障害福祉計画における基本的な考え方

「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（案）」中間まとめ（抜粋）

第一 精神病床の機能分化に関する事項

三 急性期の患者に対して医療を提供するための機能
・新たに入院する患者の早期退院を促進するため、急性期の患者に対し手厚く密度の高い医療を提供するための機能を確

保する。
・当該機能の確保のため、精神科入院医療における医師及び看護職員は一般病床と同等の配置を目指し、多職種による

患者の状況に応じた質の高いチーム医療を提供し、退院支援等の取組を推進する。
・また、救急患者に対して適切な医療を提供できる体制の確保を推進する。

四 入院期間が１年未満の患者に対して医療を提供するための機能
・在院期間の長期化に伴い、社会復帰が難しくなる傾向があることを踏まえ、在院期間が１年を超えないうちに退院できるよ
う、退院に向けた取組を行いつつ、必要な医療を提供するための機能を確保する。
・当該機能の確保のため、多職種による患者の状況に応じた質の高いチーム医療を提供し、退院支援等の取組を推進する。

六 重度かつ慢性の患者以外の入院期間が１年を超える長期在院者に対して医療を提供するための機能
・既に１年を超える入院をしている重度かつ慢性以外の長期在院者については、退院支援や生活支援等を通じて地域移行
を推進し、併せて、当該長期在院者の状態像に合わせた医療を提供するための機能を確保する。

・当該機能の確保のため、多職種による退院支援等の退院促進に向けた取組を推進する。
・また、これらの長期在院者に対しては、原則として行動の制限は行わないこととし、外部の支援者との関係を作りやすい環
境とすること、社会とのつながりを深められるような開放的な環境を確保すること等により、地域生活に近い療養環境の確
保を推進する。
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（参照条文）
○障害者総合支援法（平成十七年十一月七日法律第百二十三号）・抜粋
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（基本指針）
第八十七条

厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自
立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとす
る。

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事
項

三 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する
事項

四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
３ 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族そ
の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

４ 厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めると
きは、速やかに基本指針を変更するものとする。

５ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（市町村障害福祉計画）
第八十八条

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画
（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のた
めの方策

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業
の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関そ
の他の関係機関との連携に関する事項
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４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数、その障害の状況その他の事情を勘案して作成されな
ければならない。

５ 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上
で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。

６ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市
町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたも
のでなければならない。

７ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措
置を講ずるよう努めるものとする。

８ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この項及び第八十九条第六項において「協議会」という。）を設置
したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなけ
ればならない。

９ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする
ときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

１０ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道
府県の意見を聴かなければならない。

１１ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

第八十八条の二
市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合に
あっては、当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障
害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

（都道府県障害福祉計画）
第八十九条

都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉
サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県障害福祉計画」という。）
を定めるものとする。

２ 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画
相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
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三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

３ 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二 前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資
質の向上のために講ずる措置に関する事項

三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体
制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関
係機関との連携に関する事項

４ 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条に規定
する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和
が保たれたものでなければならない。

５ 都道府県障害福祉計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、
精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。

６ 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協
議会の意見を聴くよう努めなければならない。

７ 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の
合議制の機関の意見を聴かなければならない。

８ 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならな
い。

第八十九条の二
都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場
合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道
府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。


